
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

１．あいあい荘の概要 
 

○全室個室で食事の提供もあります。 

  居室にトイレ・洗面台・流し台・ＩＨコンロ・暖房完備。 

  （食堂・浴室・洗濯機は共用で使用していただきます。） 

○外出・外泊も可能です。 

○２４時間管理人が常駐していますが、介護や医療の専門職ではあり 

ません。（身体介護や日常のお世話等の対応はできません。） 

○車の所持やペットの飼育はできません。 

○施設内は禁煙です。 
 

２．入居費について（令和８年４月現在） 
   入居費 ７,０００円／月  光熱水費 １０,０００円／月 

給食費  ５１０円／食 

  物価高騰の影響により変更になる場合もございます。 
 

３．あいあい荘の入居条件 
   ①新冠町に住所がある、６５歳以上の単身世帯であり、概ね健康で、身の回

りのことは自分で行えるが、一人での生活に不安がある方。 

  ②介護保険法による要介護認定の「要介護１」までの方。 
※介護認定の「要介護２」以上、身体上または精神上の障がい等により、病院又は介護保険施 

設等への入所が適当と認められる方は除きます。入居後、状態の変化により「要介護２」 

以上になった場合には、介護施設等への入居を検討していただきます。 
 

４．申込み期間及び申込み方法 

保健福祉課へ申請してください。（申請書類は保健福祉課にあります） 

【申込み期間】 令和８年４月２４日（金）～５月１１日（月） 
【持 ち 物】 年金支払通知等の「収入を証明する書類」 

 

問い合わせ先：保健福祉課介護予防係（柳澤・髙岸） 電話４７－２１１３ 


